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①塩崎大臣の心意気がのぞく
　国政とは関係のない瑣

さ ま つ

末な問題に振り回された
第193回通常国会が６月18日に閉会しました。飲
食店等のサービス産業を含めて屋内を禁煙化する
法規制は、国会に上程されるどころか厚生労働部
会でまともな審議も行われませんでした。昨年10
月、厚生労働省が示した「たたき台」で、飲食店等は
「原則禁煙（喫煙専用室設置可）」から、３月1日の修
正案で「飲食店のうち、小規模（●㎡以下）のバー、
スナック等（主に酒類を提供するものに限る）は、
喫煙禁止場所としない」と後退はしたものの、自由
民主党のタバコの販売の促進を目的とする「たば
こ議員連盟」が示したとんでもない対案をキッパ
リとはねつけたことは前号で紹介しました（ちな
みに、厚生労働省は「●㎡以下」について具体的な
面積基準は示していません）。
　中途半端な妥協をしなかった塩崎恭久大臣によ
る秋の臨時国会に向けての決意表明とも言える
「受動喫煙防止対策の徹底に関する談話」が厚生労
働省のホームページの報道発表資料（６月20日）
に公開されましたので全文を紹介します（資料
１）。談話の３頁目で「原則屋内禁煙」としながらも
小規模店での喫煙を容認することは激変緩和措置
であり、恒久的な対策ではないことを明記してい
る点に塩崎大臣の心意気が見えます。
　今回の禁煙推進派VS.反対派のやりとりは何十
回と報道されましたので、屋内の禁煙化について
国民の関心が高まってきております。このタイミ
ングで小池都知事が選挙公約どおりに東京都受動

喫煙防止条例を成立させれば、秋の臨時国会、もし
くは、その次の通常国会で審議せざるを得なくな
るでしょう。せっかく秋以降に結論を引き延ばさ
れた法規制ですから、その間に横倉義武日本医師
会会長が協力を呼びかけている署名等を通じて世
論をさらに盛り上げていきましょう。締め切りは
７月７日まで延長されましたし、今後もきっと延
長されると思います。そして、６月号で書いたよう
に、一人でも多くの国会議員に民意が届くように
手紙、ＦＡＸ、電話をしましょう。

②ＷＨＯ事務局長からの日本政府宛て書簡
　法規制に反対する人たちを説得するための科学
的な根拠をまとめた資料ですが、３月の最初の版
以降２つの修正が行われました。まず、世界保健機
関（ＷＨＯ）の事務局長マーガレット・チャン氏か
ら日本政府に宛てた書簡が追加されました（資料
２＝17ページ参照）。日本の屋内禁煙化が世界か
ら注目されていることを自由民主党のたばこ議連
に理解して欲しいものです。次に、居酒屋で受動喫
煙の被害に遭った外国人たちの生の声が取り上げ
られています（資料３＝18ページ参照）。ガイド
ブックなどで日本独特の居酒屋文化を楽しみにし
ている外国人も多いことでしょう。屋内禁煙が常
識である国々からやってくる外国人は、居酒屋の
煙にビックリしている様子が分かります。禁煙は
「おもてなし」の基本であることをこの資料を使っ
て私たちも広報していきましょう。

シ リ ー ズ 企 画

オリンピックと屋内全面禁煙法・条例（その34）
・塩崎厚生労働大臣が「談話」
・「受動喫煙防止対策強化」追加資料
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資料１．厚生労働省、報道発表資料（2017年６月20日）
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資料２．厚生労働省資料「受動喫煙防止対策強化の必要性他」（３ページ目）
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